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平成３０年度第１１回十和田市農業委員会総会 

 

 

１．場     所    十和田市役所議会会議室 

 

 

２．開 会 日 時    平成３１年２月１５日（金） 午後２時０１分 

 

 

３．閉 会 日 時    平成３１年２月１５日（金） 午後２時３２分 

 

 

４．出席農業委員（１６名） 

 

１番  野 月 弘 行 君    ２番  小 田 正 喜 君 

３番  外 山 康 仁 君    ４番  小笠原 和 男 君 

５番  箕 輪 展 忠 君    ６番  竹 浦 寿 広 君 

７番  野 崎 さち子 君    ９番  北 上   稔 君 

１０番  國 分 弘 志 君   １１番  甲 田   稔 君 

１２番  豊 川 洋 人 君   １３番  小 川 正 孝 君 

１４番  新屋敷 より子 君   １６番  中 野   均 君 

１７番  米 田 一 典 君   １９番  力 石 堅太郎 君 

 

 

５．欠席農業委員（３名） 

 

 ８番  中野渡   稔 君   １５番  杉 山 秀 明 君 

１８番  山 崎 誠 一 君 

 

 

６．出席農地利用最適化推進委員（１１名） 

 

旧十和田湖町  中屋敷 鉃 男 君   三本木  関 川   明 君 

三本木  山 端 敏 行 君   四 和  根 岸   始 君 

深 持  下久保 トキ子 君   切 田  若 沢 弘 幸 君 

切 田  中川原 彰 造 君   大深内  立 崎 和 寿 君 

伝法寺  小笠原 秋 彦 君   東 部  山 端 至 誠 君 

六日町  竹ケ原 竹 夫 君 
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７．欠席農地利用最適化推進委員（３名） 

 

旧十和田湖町  白 山 雄治郎 君   大深内  工 藤 武 彦 君 

藤 坂  松 田 賢 志 君 

 

 

８．会議に付した案件 

 

報告第５９号  農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

報告第６０号  農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

報告第６１号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可の取消しについて 

報告第６２号  農用地利用配分計画の認可について 

議案第６２号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第６３号  公売買受適格者の証明について 

議案第６４号  十和田市農用地利用集積計画の作成に係る要請について 

議案第６５号  十和田市農用地利用集積計画の決定について 

議案第６６号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可後の事業計画変更承

認に係る意見について 

議案第６７号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第６８号  平成３１年度（２０１９年度）農作業労働賃金等標準額について 

 

９．議事録署名委員 

 

４番  小笠原 和 男 君    ５番  箕 輪 展 忠 君 

 

 

１０．会議事件の説明及び職務のため出席した職員 

 

  事 務 局 長  市 澤 新 吾    事 務 局 次 長  高 橋 克 彦 

  事務局農地係長  越 田   守    事務局振興係長  根 岸 優 一 

  事務局主任主査  山 﨑 和 也    事務局主任主査  中野渡 礼 央 

  事務局主任主査  椛 木 信 人    事務局主任主査  吉 田 武 範 

 

 

１１．書    記 

 

  事務局主任主査  山 﨑 和 也 
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開会 午後２時０１分 

 

議  長（力石堅太郎君）本日の欠席通告者は、８番 中野渡 稔 委員、１５番 杉山 

秀明 委員、１８番 山崎 誠一 委員です。出席委員は定足数に達しておりま

すので、総会は成立いたしました。只今より、平成３１年２月７日に告示招集い

たしました、平成３０年度第１１回十和田市農業委員会総会を開会いたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより本日の会議を開きます。はじめに、議事録署名委員の

指名を行います。お諮りいたします。議事録署名委員は議長において指名するこ

とにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認め、議長より指名いたします。４番 小笠原 

和男 委員、５番 箕輪 展忠 委員を指名いたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）会議書記には 山﨑 和也 君を、参与には事務局長以下各職

員を任命いたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に、会期の決定を行います。お諮りいたします。 

総会の会期は本日一日限りとしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認め、総会の会期は本日一日限りと決定いたしま

した。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第５９号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）１ページをお願いいたします。報告第５９号、農地法第１８条第

６項の規定による通知書の受理について。農地法施行規則第６８条第１項の規定

により、別紙のとおり合意による解約等に係る通知書を受理したので報告する件

です。２ページから５ページになります。２ページをお願いいたします。今回は

全体で１３件、農地法等に係るものは１０件、農地中間管理事業に係るものは３

件、すべて合意解約によるものです。１０５番は今後売買予定です。１０６番と

１０７番は自ら耕作するものです。３ページです。１０８番は一部が２９ページ

３７番で基盤法による申請、その他は２２ページ１４０番で３条申請があります。

１０９番は貸借予定です。１１０番は自ら耕作するものです。１１１番は１８ペ

ージ１１８番、１１２番は２０ページ１２８番で３条申請があります。４ページ

です。１１３番は農地として管理、１１４番は今後売買予定です。５ページです。
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農地中間管理事業による合意解約分です。１５番から１７番は今後中間管理機構

において、新たな配分計画が定められる予定です。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第５９号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第６０号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）６ページをお願いいたします。報告第６０号、農地法第３条の３

第１項の規定による届出書の受理について。農地法施行規則第２１条の規定によ

り、別紙のとおり相続等による権利取得の届出書を受理したので報告する件です。

７ページから１０ページになります。今回は１２件で、すべて相続による取得で

す。あっせん等の希望はありません。７ページです。１０４番と１０５番は自ら

耕作、１０６番は一部の現況が雑種地、その他は自ら耕作するものです。８ペー

ジです。１０７番と１０８番は自ら耕作するものです。１０９番は農地として管

理、１１０番は一部を農地として管理、その他は自ら耕作するものです。９ペー

ジです。１１１番は一部を自ら耕作、その他は貸借中です。１１２番は自ら耕作

するものです。１０ページです。１１３番は１９ページ１２５番で３条申請があ

ります。１１４番は一部を自ら耕作、その他は貸借中です。１１５番は一部が貸

借中、その他は農地として管理するものです。なお、相続を受けた農地の一部が、

農地以外の用途になっているものについては、地目変更等の指導をしていきたい

と思います。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第６０号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第６１号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）１１ページをお願いいたします。報告第６１号、農地法第５条第

１項の規定に基づく農地転用許可の取消しについて。農地法第５条第１項の規定

に基づく農地転用許可について、別紙のとおり当事者から取消し願が提出され許

可が取消しとなったので報告する件です。１２ページです。この件は、平成３０

年１０月１６日開催の平成３０年度第７回総会議案第４２号で、許可相当として

県知事へ送付したものについて平成３１年１月１０日付指令第５３号で許可され
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たもので、その後、申請者から取消し願の提出があり、平成３１年２月４日付で

青森県知事から許可の取消し通知があったものです。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第６１号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に報告第６２号について事務局から報告をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）１３ページをお願いいたします。報告第６２号、農用地利用配分

計画の認可について。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項の規

定に基づき、農用地利用配分計画の認可について、別紙のとおり青森県知事から

通知があったので報告する件です。今回の報告案件は、平成３０年１２月１４日

開催の平成３０年度第９回総会議案第５１号で、農用地利用集積計画の決定の承

認をいただいたものについて、平成３１年２月６日付で県知事から配分計画の認

可があったものです。利用権を設定する者は、すべて農地中間管理機構である、

公益社団法人あおもり農林業支援センターです。１４ページをお願いいたします。

賃借権は２３４番から１５ページ２３９番で、６件２０筆３６，９６１平方メー

トルです。貸借期間は５年が２３４番と２３５番の２件、このほかの４件は１０

年です。１６ページをお願いいたします。使用貸借による権利は３０番から３３

番で、４件１２筆３２，６１２平方メートルで、貸借期間は５年が３０番と３１

番の２件、このほかの２件は１０年です。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）報告について、意見ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。よって報告第６２号を報告済みといたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）ここからは議案に入ります。今月担当した農用地利用調査班は

第２班で、調査員は竹浦班長、小田委員、山崎委員の３名です。２月７日に現地

調査及び市役所新館３階会議室での聴取調査を行っております。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第６２号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）１７ページをお願いいたします。議案第６２号、農地法第３条

第１項の規定に基づく農業委員会の許可について。農地法施行令第１条の規定
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により、別紙のとおり許可申請書の提出があったので審議を求める件です。 

 

議  長（力石堅太郎君）許可申請に係る現地調査と聴取調査の結果について報告願い

ます。６番 竹浦 寿広 委員、お願いいたします。 

 

報告委員（竹浦寿広君）それでは第３条の許可に関する報告をいたします。今回の３条申

請は合計３１件で、このうち所有権移転が１４件、賃借権設定が１７件で、使用

貸借による権利の設定はありません。まず所有権移転ですが、申請番号１１５番

から１２４番までは、相手方要望による売買です。申請番号１２５番から２０ペ

ージの１２８番までは親子間での贈与です。次に賃借権の設定についてですが、

２１ページの申請番号１３２番から２４ページの１４８番までは、すべて労力不

足により賃貸借を行います。なお、所有権移転の１１５番から１２８番まで、賃

借権設定の１３２番から１４８番までの農地法第３条第２項各号の判断につきま

しては、お手元の調査書のとおりで該当しないため、許可要件のすべてを満たし

ていると考えます。以上について、現地確認と写真での確認の結果、申請地はす

べて農地として管理されており、また、申請書は適当と認められますので、委員

の皆様の審議をお願い申し上げ、報告といたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）竹浦委員、ご苦労様でした。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第６２号は許可することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第６３号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）２５ページをお願いいたします。議案第６３号、公売買受適格

者の証明について。農地法第３条の適用を受ける土地について、別紙のとおり

農地等の買受適格証明願いの提出があったので、審議を求める。なお、当該適

格者が最高価買受申出人等となり、農地法第３条第１項の規定に基づく許可申

請書を提出したときは、証明書の交付時と事情が異なる場合を除き許可するも
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のとする件です。２６ページをお願いいたします。申請番号１３番から１５番

の農地は、いずれも稲生川土地改良区の公売にかかるものです。公売の公告は   

平成３０年１２月２６日、入札日時は平成３１年２月２７日午前１０時から午

前１０時２０分まで、開札日時は同日午前１０時３０分、売却決定日時は  

平成３１年３月６日午前１１時、代金納付期限は同日午前１１時３０分です。

願出人は経営拡張のため買受を希望するものです。農地法第３条第２項各号の

判断につきましては、お手元の調査書のとおりで該当しないため、許可要件の

すべてを満たしていると考えます。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第６３号は承認することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第６４号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）２７ページをお願いいたします。議案第６４号、十和田市農用地

利用集積計画の作成に係る要請について。農業経営基盤強化促進法第１５条第４

項の規定により、十和田市長に対して別紙のとおり農用地利用集積計画を定める

よう要請することの承認を求める件です。 

 

議  長（力石堅太郎君）農用地利用調整会議の結果について報告願います。２番 小田 

正喜 委員、お願いいたします。 

 

報告委員（小田正喜君）それでは十和田市農用地利用集積計画の作成に係る要請に関する

報告をいたします。２月７日午後、竹浦班長、山崎委員と私の３名で、会長室に

おいて農用地利用調整会議を行い、聴取調査を実施しました。あっせん件数は所

有権移転の１０件です。申請地はすべて農業振興地域内の農用地区域内農地であ

り、所有権の移転を受ける者は認定農業者です。今回の申請はすべて相手方要望

又は労力不足のため農地を売買するもので、これらの農地は所有権の移転を受け

る者の経営する農地の近くにあることから、農地の集約が図られるものと考えま

す。今回申請のあった所有権移転の１０件及び利用調整会議の対象ではありませ
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んが、議案書３１ページに記載の賃借権設定の３件については、お手元の調査書

のとおりで、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

判断されます。利用調整委員としては、申請内容及びあっせんについて適当と認

めましたので、その旨を２月７日付で、会長あてに農用地利用調整会議の調整結

果報告として報告しております。以上のことから、委員の皆様の審議をお願い申

し上げ、報告といたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）小田委員、ご苦労様でした。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり要請

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第６４号は要請することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第６５号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）３２ページをお願いいたします。議案第６５号、十和田市農用地

利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

基づく農地中間管理機構に係る農用地利用集積計画の作成について、別紙のとお

り十和田市長から依頼があったので、農業委員会の意見を求める件です。３３ペ

ージをお願いいたします。利用権の設定を受ける者は、すべて農地中間管理機構

である、公益社団法人あおもり農林業支援センターです。賃借権の設定は３３ペ

ージ１４２番から３４ページ１４８番で、７件１５筆５０，４５９平方メートル

です。利用権設定期間は、３年が１４８番の１件、５年が１４７番の１件、その

他の５件は１０年です。賃借権での協力金の対象は、耕作者集積協力金が１４２

番、１４４番から１４６番の４件、経営転換協力金は１４３番の１件です。３５

ページをお願いいたします。使用貸借による権利は９６番から９８番で、３件１

７筆３４，７０２平方メートルです。利用権設定期間は、９６番が１０年、９７

番が１５年、９８番が８年です。使用貸借の協力金の対象は９６番で、経営転換

協力金の対象となります。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第６５号は承認することに

決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第６６号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）３６ページをお願いいたします。議案第６６号、農地法第５条

第１項の規定に基づく農地転用許可後の事業計画変更承認に係る意見について。

農地法第５条第１項の規定により許可した農地転用事業について、別紙のとお

り農地転用事業計画変更承認申請があったので、県知事に送付するための意見

を求める件です。３７ページをお願いいたします。この件は平成３０年１０月

２４日付指令第２９１０号で許可されたものについて、事業計画変更承認申請

が提出されました。変更の内容は、当初計画は一般世帯仕様の建物１８棟の建

売分譲でしたが、二世帯住宅仕様の顧客ニーズもあることから一般世帯仕様１

３棟、二世帯住宅仕様３棟の合計１６棟に変更するものです。３８ページをお

願いいたします。この件は昭和４７年８月２９日付指令第４４７５号で許可さ

れたものについて、事業計画変更承認申請が提出されました。変更理由は、転

用事業者は申請時は実家で家族と同居しており、転用した土地へ分家住宅を建

築予定でしたが、子供が生まれたことにより家族と同居する方が安心であると

の判断から、事業に着手しないまま現在に至っています。承継者は、借家住ま

いの解消と通勤先へのアクセスを考慮し、申請地が住宅用地として適地と判断

したため申請に至ったものです。なお、事業者が変更となることから議案第６

７号で改めて転用申請がなされております。以上です。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

相当とすることにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第６６号は許可相当とする

ことに決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第６７号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）３９ページをお願いいたします。議案第６７号、農地法第５条

第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について。農地法第５条第３項

の規定により、別紙のとおり許可申請書の提出があったので、県知事に送付す

るための意見を求める件です。 

 

議  長（力石堅太郎君）許可申請に係る現地調査及び聴取調査の結果について報告願い

ます。６番 竹浦 寿広 委員、お願いします。 

 

報告委員（竹浦寿広君）それでは第５条の農地転用に関する報告をいたします。第５条の

農地転用申請は今月は４件です。申請番号６９番の転用事由は宅地分譲です。一

区画あたり８０坪前後の宅地２１区画分を分譲する計画となっています。申請番

号７０番から７２番までの転用事由はともに自己住宅の建築です。７０番と７１

番はそれぞれ農地を取得して住宅を建てることにより、借家住まいの解消を図り

ます。７２番は使用貸借により親から農地を借り受け、親元近くに分家住宅を建

築します。以前転用許可を取っていた土地において、事業者を変更して住宅を建

築するものです。申請地の場所ですが、申請番号６９番と７０番はそれぞれ総合

衣料ヤマダ東店の東側と北側に位置しています。７１番はゆーゆーランドの東側、

７２番は大不動集落内です。次に農地区分についてですが、申請番号６９番から

７１番までは都市計画法の用途地域内であり、第３種農地に該当します。７２番

は第１種農地に該当しますが、集落に接続して設置される施設であることから、

不許可の例外となります。以上、現地調査と聴取調査の結果、申請地は農地転用

の要件を満たしており、また、申請内容に対して適当と認められますので、委員

の皆様の審議をお願い申し上げ、報告といたします。 

 

議  長（力石堅太郎君）竹浦委員、ご苦労様です。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可

相当とすることにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第６７号は許可相当とする

ことに決定いたしました。 

 

議  長（力石堅太郎君）次に議案第６８号を上程いたします。事務局から提案理由の説

明をいたします。 

 

事務局長（市澤新吾君）４１ページをお願いいたします。議案第６８号、平成３１年度

（２０１９年度）農作業労働賃金等標準額について、このことについて、別紙の

とおり平成３１年度（２０１９年度）農作業労働賃金等標準額を定めたいので、

承認を求める件です。４２ページをお願いいたします。平成３１年度の農作業労

働賃金及び農業機械利用料につきましては、１月２２日開催した全体会において、

農作業労働賃金と農業機械利用料の水稲刈取り脱穀部分を増額することで承認を

いただきました。この案を踏まえて、２月７日に開催した十和田おいらせ農業協

同組合、農林畜産課及び農業委員会の三者による検討会において協議した結果、

農作業労働賃金については、案のとおり６，２００円となりました。農業機械利

用料の水稲刈取脱穀については、津軽地方と比較して４，０００円近く低額であ

るとの指摘があることから、案ではノッタ―を消費税８パーセント込みで１４，

０００円、カッターは１２，０００円としておりましたが、この点について三者

で協議した結果、まだ差があることから消費税を１０パーセントと計算した際の

額をノッタ―１４，５００円、カッター１３，０００円ということになりました。

なお、その他の利用料につきましては、平成３０年度と同額でございます。また、

２０１９年１０月１日に消費税法が改正されることから、消費税１０パーセント

込みと消費税８パーセント込みを併記いたしました。消費税１０パーセントの額

は、１，０００円を超えるものについては、税抜額に税率を乗じた額の１００円

未満を四捨五入したものです。以上でございます。 

 

議  長（力石堅太郎君）これより質疑に入ります。ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認

することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

議  長（力石堅太郎君）ご異議なしと認めます。よって議案第６８号は承認することに

決定いたしました。 
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議  長（力石堅太郎君）以上で今総会に付議されました議事はすべて終了いたしました。

これをもちまして、平成３０年度第１１回十和田市農業委員会総会を閉会いたし

ます。誠にご苦労様でした。 

 

 

閉会 午後２時３２分 

 


